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平成 21 年度 第 3 回 村上市上下水道料金統一検討委員会 会議次第 
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１．   開会 
 
 
２．   委員長あいさつ 
 
 
３．   報告 
 
 
４．   議事 
 

４．１   上水道料金の検討              資料№７‐１～７‐５ 
 

４．２   上水道料金の検討についての質疑応答 
 

４．３   下水道使用料の検討             資料№８ 
 

４．４   下水道使用料の検討についての質疑応答 
 
 
５．   その他 
 
 
６．   閉会 
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会 議 経 過 
 
１．開会 
事務局； ご案内しておりました時刻になりましたので、ただ今から『第 3 回村上市上水道料金統一

検討委員会』を開会させていただきます。今日はお忙しい中、委員の皆さんにご出席頂きま

してありがとうございます。次第に従いまして 2 番の委員長あいさつをお願い致します。 
 
２．委員長あいさつ 
委員長； 今日はお忙しい中、ご出席頂きまして誠にありがとうございます。第 3 回目の会議を開く

わけでありますが活発なご意見と皆様方の英知に富んだ建設的なご意見を期待し、これから

会議を開きたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 
 
３．報告 
事務局； 3 番の報告に移らせていただきます。委員の交代でございます。皆様方の所に名簿をお配

りしておりますけれども、村上地区で新潟漁協岩船港支所の女性部の方から小田米子さんの

都合がつかないということで副部長の長浜フミエさんに今日から委員ということでお願い

しましたのでよろしくお願い致します。長浜さんにはこれから委嘱状を局長の方から渡しま

すのでお願い致します。 
 
議 長；  

前回、資料№5 でございますけれども上水道料金の検討の所で 4 時になりまして中断した

わけであります。その事でこれからご審議を願いたいと思います。一度説明しておりますけ

れども、上水道料金の検討の欄をもう一度ご説明願いたいと思います。よろしくお願い致し

ます。 
 
４．議事 

４．１ 上水道料金の検討（資料№7‐1～7‐5） 
 
事務局； それでは私の方から資料№7‐1～7‐5 をおさらいの意味も含めまして新しい方もいらっし

ゃいますのでご説明を掻い摘んでさせていただきます。 
初めに資料№7‐1 の方でございます。料金体系につきましては今回、検討委員会が始まっ

てから申し上げておりますように水道料金の部分については口径別の基本料金と従量料金制

ということで検討をするということでございます。この口径別基本料金・従量料金制という

のが今の関係市町村で見ますと村上・山北地区ということでございます。村上地区につきま

しては口径別の基本料金でございますが、その中には口径の 13 ㎜から 20・25 ㎜までの３つ

の口径につきましては使った水の量の 10 ㎥までは基本水量ということで基本料金に含まれて

いますよという設定の仕方をしてございます。それから従量料金につきましてはここでは逓

増型従量料金ということでございますが、1 ㎥当たりの単価が使った水の量が多くなると段階

的に高くなるというようなことでございます。これは当然口径が大きくなりますと使う水の

量も多くなります。それと併せて設備投資等の部分でもそういった大口径の部分については

一般家庭の区分よりも多くかかるというようなことも踏まえた設定の仕方ということで旧村

上は採用しております。これに対し山北地区につきましては基本料金と同じ口径別なのです

が、山北地区においては基本水量が設定されてないということで 1 ㎥を使った水量から単価

の設定をしていただいているということでございます。その 1 ㎥当たりの単価につきまして
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もこの部分での口径別の設定をしているということで、例えば 13 ㎜と 20 ㎜については 1 ㎥

を 100 円とかそれ以上の区分については幾らということでこれも口径で設定をしています。 
ですから村上とは違うけれども、水量が多くなっても大口径の所のお宅については 1 ㎥の

単価は同じでずっといっているというところでございます。こうした事で同じ口径別の基本

料金・従量料金ということで二つの地区でも違いがあるということですし、またこれ以上こ

の他にも色んな設定方法があるということですが、どれが正解ということではございません。 
それぞれのその自治体で採用しているものということですので今回の提案の仕方について

もこの二つの地区それぞれのものを基本にしてちょっと単価を考えてみたということで資料

№7‐2 から 5 までの 4 つの案で一応提案をさせていただきます。 
それぞれの案を説明する前に真ん中よりも下の大きい丸の所で料金案策定の根拠というこ

とでございます。こちらについては有収水量とは皆さん方から使っていただいた料金として

頂く水の量を有収水量ということで呼んでおります。それについては平成 20 年度、昨年度の

1 ヶ月平均の水量を基にしてその後の人口の減少率等を加味しまして、平成 26 年度いわゆる

統一を含める年度においては 20 年度の実績と比べて大体 8.4％くらいは下がってくるのかな

ということで推計をしております。そうしますと上水道では1ヶ月の平均で“約51万6千㎥”、

それから簡易水道では“約 9 万 4 千㎥”とこれくらいの水量を使っていただくということで

この料金案の試算をするときの水量としても 1 ヶ月当たりの水量で一応考えました。②の給

水する件数につきましてはこれまでの統計を見ましても毎年増減が若干ありまして確かに動

きがあるのですが、水量ほどその件数の移動はないということで大きな変動はないため、平

成 20 年度の 1 ヶ月平均の件数をそのまま用いた形で試算をしていたということでございます。 
上水道については 1 ヶ月平均が“1 万 9,920 件”と出ておりますし、簡易水道についても“約

4,600 件”ということで件数を換算してございます。この給水件数につきましてはこの後に出

てまいります基本料金の収入の部分が算定の基になる部分でございます。①の水量の部分に

つきましては従量料金の使っていただいた水の量ということで算定が出ております。裏の 2
ページ目には先般 2 回目の会議でご説明致しました。③としては料金収入で全てを賄うとい

うことでございますので前回説明をさせていただきました。この後の財政計画ということか

ら平成 26 年度の計画上の料金収入を一応計画してございますのでそれを全体の額ということ

で捉えてございます。上水道につきましては年額で“約 9 億 7,800 万円”となりまして簡易

水道については“約 1 億 8,200 万円”の収入がないと事業の展開がなかなか大変だというこ

とでございます。これも 1 ヶ月平均の試算をするに当たって 1 ヶ月を単純に計算しまして上

水道では“約 8,150 万円”、簡易水道については“約 1,513 万円”ということで試算をした 4
つの案とも金額的には 1 ヶ月平均に近くなるような試算をしております。 

表の方に戻っていただきまして料金改定の案について説明をしてまいります。第 1 案とい

うことで基本水量を 13・20 ㎜までとしてこの 2 種類の口径で 10 ㎥までということで試算を

しております。旧村上地区は 25 ㎜まで 10 ㎥ということで設定をしておりました。それで内

容的に見て今の状況からいきますと 13・20 ㎜が一般家庭で使用されているほとんどの口径と

いうことですので、案としては 13・20 ㎜までということで第 1 案を組んでみました。従量料

金につきましては同じく逓増型ということでこの部分では設定を致してございます。資料№7
‐2 を見ていただくとその組み方がお分かりいただけるかなと思っております。それで給水管

の口径の一般用ということでは 13・20 ㎜、基本水量 10 ㎥という書き方をしております。こ

の案の所で基本料金を 13 ㎜で 1,700 円、20 ㎜で 2,000 円ということで設定をしております。 
それから下の方は一般用及び温泉旅館用ということで口径の 25 ㎜から一番大きいところの

150 ㎜までについてもそれぞれの 1 ヶ月当たりの基本料金をこのように試算をしてみたとい

うことでございます。それから右の方ではそれ以上使った従量料金の単価ということで、い

わゆる 13・20㎜につきましては 10㎥まで先ほど申し上げました基本料金に含まれますので、
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従量料金は最初の額が 11～100 ㎥までということでこちらについては 1 ㎥当たり 120 円で計

算しました。その次の段階にいきますと 101～500 ㎥まで 125 円、501 ㎥以上を使っていると

ころについては 135 円ということでございます。ですから 501 ㎥以上使われるところについ

ては三つの料金をそれぞれの当てはまる料金で計算した合算額ということでそれプラス基本

料金という形になります。大きい方の 25～150 ㎜につきましては基本水量がございませんの

で 1～100 ㎥まで同じく 120 円、101～500 ㎥までと 501 ㎥以上ということで、上の方のラン

クと同じような設定をしております。温泉旅館用につきまして試算の段階では旧村上地区だ

けだったのですが、そちらの方の温泉旅館で使われる水についてはその当時から別な設定と

いうことで 1 ㎥ 80 円頂きますということでこちらの方もそのままの形で試算しております。 
それから枠内の船舶給水用というのがございますけれども、こちらの方は今現在では県の

振興局の船舶でありまして、こちらの方が沖に出るときに水の給水をして持っていくときに 1
㎥当たりということで設定をしております。公衆浴場用につきましても温泉旅館用と同じよ

うに 1 ㎥ 80 円の設定をしております。 
これが第 1 案ということでございますし第 2 案の方は基本水量等については第 1 案と同じ

形を採りまして、通常料金の所については山北地区で採用している口径別ということでそれ

ぞれ当てはめて試算をしております。中で試算をしている単価の部分についてはそれぞれ形

に合わせ設定をしておりますので口径の金額が先ほど申し上げました 1 ヶ月当たりの“約

8,150 万円”とか“約 1,513 万円”に近くなるように試算をしていくと、資料№7‐3 の所で

一応試算しました単価を見ると大体同じようなところでの設定でございます。この資料№7‐
3 の温泉旅館用の 80 円の欄がずれてきておりますが、この 80 円については温泉旅館用とい

うことで訂正をお願いしたいと思います。 
それから第 3 案につきましては水道を使っている水の量が少ないところについて若干の事

を考えた形ということでこの基本水量を 13 ㎜の口径の所のみを水量 5 ㎥とした場合にどうな

るだろうかという案でございます。従量料金につきましては第 1 案の組み方と同じく水量に

よる段階でございます。これは資料№7‐4 を見ていただくとそれぞれの基本料金の動きや単

価の設定の動きがご理解頂けるかなと思っております。 
最後の資料№7‐5 の第 4 案につきましては基本水量を 13 ㎜のみ水量 5 ㎥とした場合、従

量料金を山北地区の口径別とした場合にどうなるかということでそれぞれ単価を調整して組

んだものが第 4 案ということでございます。それぞれ資料№7‐2～5 まで後ろの方に表がつい

ております。こちらにつきましては各地区別に 1 ヶ月平均当たりの水道を使っている水量の

区分を基に見ていった全体の水量とそれに該当する件数ということで出しております。例え

ば資料№7‐2 の大きい表の所で上水道 13 ㎜と書いてあります。こちらは村上地区であれば、

例えば栓は開いていますけれどもたまたま水量が出ていなかったということで大体 450 件で

そういったところがあるというふうに見ていただければよろしいですし、その下の 1～5 ㎥の

間の水量を使っているところが件数では“1,416 件”ありますということでこの“1,416 件”

で推計をした 1 ヶ月の有収水量の口径別が“約 3,600 ㎥”になるだろうと。単純に“約 3,600
㎥”を“1,416 件”で割った“3 ㎥”というのが平均的な使っている水の量ではないだろうか

ということでこれに対してそれぞれ試算をした単価で計算をしていった場合に、例えば 1～5
㎥の所に入るお宅であればこの第 1 案につきましては 10 ㎥まで基本水量ですので基本料金の

税込みで“1,785 円”になるということでございます。これに対して村上地区の現行料金体系

からいきますと 1 ヶ月当たり“1,050 円”になるということで最後の所の影響額が差し引きを

した額で、今までよりも“735 円”上がりますよというような事で記載をしております。以下

はそれぞれ荒川・神林・朝日地区につきましても、地区の実量不足と実情を状態から推計し

た水量・件数等で見ていくとそれぞれの地区の影響額がこんなふうになりますということで

試算をしております。 
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この資料につきましてはそれぞれ資料№7‐5 の第 4 案まで同じ見方をしていただければよ

ろしいかと思います。水量の見込みと件数についてはすべての案で同じ捉え方をしておりま

すので案ごとの単価を当てはめて計算をしていったのを差し引き額とします。本来であれば

13・20・25㎜と大きいところでは 150㎜までということでそれぞれ計算をしてあるのですが、

資料としては全部をお示ししますと膨大な資料になりますので、取りあえず今回の案として

は直接関係があると思われる 13 ㎜と裏面の所では 20 ㎜というところで資料を付けさせてい

ただきます。これが上水道の場合と簡易水道の場合ということで同じような見方をした試算

の仕方でございますのでこれから先の部分でもうちょっと資料を渡してもらわないと分から

ないという部分、若しくはこういった方法ではどうなのだろうという意見を頂戴しながらそ

ういった場面では 13・20 ㎜以外の所の資料もお示ししていこうかなと考えてございますので

よろしくお願いしたいと思います。 
それから戻りまして資料 7‐1 の大きい表の所では口径別で見るとどんな水量・件数の割合

になってくるのかということで表にしてみました。先ほども申し上げましたように 1 枚目の

表の方で 13・20・25 ㎜とそれぞれ口径別に書いてございますが、13・20 ㎜と合わせたもの

が有収水量の見込みでも合計で見てもこの二つの口径で水量では全体の約 65％を占めており

ますし、件数については 97％くらいにもなっています。25 ㎜以上の部分については数字を見

てもお分かりいただけるように件数等についてはそう多くないということでご覧頂ければよ

ろしいかなと思っております。ですから 13・20 ㎜の部分で料金設定をするに当たってはレー

トが高いものですから、例えば基本料金を 100 円移動させるにしても全体の額として見れば

100 万・130 万とか 180 万という数字がその単価を 100 円弄ることによって変わってくると

いうことになります。水量についても 5 円 10 円移動しても 13 ㎜の方のレートが高いもので

すから、相対的にみるとかなりのずれが出てくるということでそれらを調整するには大きい

方にその分も被っていくことになりますので、ご検討を頂く際はその辺も念頭に置いていた

だければなと思っております。それで現存の料金設定が高い神林・朝日地区、簡易水道で見

れば山北地区については調整していく中で全体的にはどうしても下がる傾向になります。た

だし、基本料金も用途別ということで組んでおりますので逆に口径が大きくなりますと従来

の基本料金よりも高くなる場面も出てきますので全部の所がちょっと下がるというふうには

なりません。大きいところで水量を余計に使っているところについては神林・朝日・山北地

区であってもそのランクによっては今までよりも 1 ヶ月当たりの料金が上がってしまうとい

うところも出てきます。今細かいところも分かる資料にはなっておりませんけれども、そん

な現象も出てくることをご理解頂きたいと思っております。私の方からは以上でなかなか 1
回の説明では理解し辛いところもあるかと思いますけれども、一応説明を終わらせていただ

きます。 
 
  ４．２ 上水道料金の検討についての質疑応答 
議 長； ありがとうございました。第 2 回目でもご説明がありましたわけですけれども、より具体

的に分かりやすくご説明になったわけであります。それでは最も得意とする数字が羅列され

ているわけでありますから皆さん得意であると思いますけれども非常に分かりやすくて分

かりにくいものがあります。ご審議に入る前に一つだけ確認したわけでありますが、この 1
～4 まではある案のどれを採用したとしても当初の水道の料金は“9 億 7,800 万円”に届き

ますし、簡易水道では“1 億 8,100 万円”とどの案を採ったとしても届きます。 
 
事務局； 一応その事を念頭に置いてそれぞれの案ごとにやった場合の単価の設定ということですの

で多少のずれが出る程度に抑えられる試案の作り方です。 
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議 長； ありがとうございました。それでは皆様方のご意見をお願いしたいと思いますがいかがで

しょうか。 
 
委 員； ただ今の説明で一つひとつの所を見ていくとなるほどそうかと分かるのですが、第 1～4

案までのそれぞれの特徴とかを文章化しないとここのページの数字を見て次の全体がこうだ

とか、それから 1 案の 13 ㎜の場合とか 20 ㎜の場合とかを全部を関連して見ていかないと分

かりません。是非、表 1 案から 4 案までどれが良いかなんて決めたりしないと思いますがそ

れぞれの案の特徴を文章化してほしい。今説明されたことの要点の最後に言った村上・荒川

は上がって山北・朝日・神林は下がるというような傾向があります。口径によっては違うと

いうことなのですよ。私が見たところでも今説明であったとおりでした。簡単にいうとなん

で上がるのだろうかなと自分はそう思います。だからそれにはこの案とこの案を検討した結

果、これを一番良いとしたようにしておかないと説明できないと思います。多分ここに出席

された検討委員の方は委員長さんだけは特別良く分かるだろうと思いますが他の方は良く分

からないのではないかと思います。数字ばっかりではなく言葉で書いてほしい。こんな数字

で専門用語といった普段聞かないような言葉で説明されても検討委員の皆さん分かりますか。 
村上は上がって朝日・神林は下がることは分かるかも知れませんが、なぜそうなのかとか

どういう方法でやったらこうなるかとはさっぱり説明できないのではないでしょうか。 
 
事務局； 上がり下がりというのは現状と比較してやっています。 
 
委 員； まず、特徴を第 1 案でいくと数字に出すとこうなりますけれども言葉でまとめるとこうな

りますというのは出せませんか。 
 
事務局； 今、おっしゃることもごもっともな部分ですが、ただそれをするには逆に分かり辛くなる

部分もあるのかなということでこの資料№7‐1 の表書きの所で留めさせていただきました。 
ここでは逓増型と分かり辛い言葉を使っておりますが、こういう特徴的な部分というのは

基本水量をどうするとか従量料金の考え方をどうするのかということを説明で書くとなる

と出来上がったものがそれこそ分からなくなるような感じが致します。 
 
委 員； 書くというのは文章だけではなくて例えば棒グラフで表すとかそういうふうなことをする

と良く分かるのですができませんか。第 1～4 案を例えば水量 13 ㎜でいった場合と 20・25
㎜の 10 ㎥未満として全部この案でやるとこういうふうになるのだと。そんなラインまでと

か出なくてもこんな傾向だよとグラフを出せば非常に良く分かるのですが数字だけでは分

からないのですよ。 
 
議 長； 委員のおっしゃることも良く分かるのでごもっともだと思いますけれども、この委員会の

皆さんに協議していただいてベストな案を策定することだろうと思いますので一番なのは

ここにいる委員の皆さんが理解するまで委員会を開きますので、それをまだ決まりもしない

ことを例えば区長会で話したり集落に行って集会を開いたりすると尚更ややこしくなって

くるのではないかと私も思っておりますし、まずこの委員会の委員の皆さんにどれがベスト

かなということで 4 つの案を提示して皆さんにご審議願うわけでありますからそれを慎重に

検討します。その後に決まりましたらこういうことですよという形で説得するのが一番だろ

うと私は思っておりますのでそのようにしていただきたいなと思います。 
 
委 員； 初めてなので説明が分からないし、こういう話は区長さんか何かで皆知っていることなの
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でしょうか。今の案というか私たちは素人考えで下水道をするには工事費が一件で幾らかか

るとかそれで年金暮らしの方はどうするのかと色んな話が聞こえてくるのだけれども、今こ

の話を聞いても誰にこれを説明・報告して良いのか。 
 
事務局； 先ほども申し上げましたけれども、まだ決定したわけではないので決めるまでのプロセス

は今みたいに色々な話を審議してこういうふうになったのだと説明しますということです。 
 
委 員； 私ではちょっと荷が重いし、もしあれだったら組合の方に帰って組合長とお話しして変え

てもらうとかちょっとまだ私の方は初めてだから何をしているのかなと全く不透明な話な

ものですから、組合の方の組合長とお話しして変えてもらえないかなと思っています。全く

の素人よりも分かる人の方が早いのでないかと思います。 
 
事務局； 私たちは分からない人に分かってもらえるようにお話しをしなければならないのです。 
 
委 員； だから分かるようにしてくれとお願いしているわけです。 
 
委 員； 事務当局から色々と説明をしていただいたけれども、事務当局では関係する資料を作って

説明してくれたがやはり説明を加えるたびになかなか難しくなってくるのは確かであろう

と思います。何といっても現行料金と比較した影響額を見るとどうしても先ほどの説明にあ

りましたが村上よりも荒川は高くなっていくとそして神林は安くなるけれども、朝日はもっ

と安くなるというようなことになっていくので私なりにまず小さい水道の使用量から、また

は 50・70 ㎥までの積算をしてみたけどなかなか逓増型としては 10 ㎥を基本料金として計算

をした場合と従量料金を口径別にした場合の基本料金を 10 ㎥として 5 ㎥を含む 4 項目につ

いて色々と説明をしていただいたけれども、これらについてなかなか統一できないところを

23 年度までに統一をすると。さらにそれを 26 年度までに見直して最終的に統一していくの

だと。こういうことですから色々と説明していただいたけれども個々の立場によって、例え

ば荒川は荒川の立場、村上は村上の立場、朝日は朝日の立場、神林は神林の立場で色々と違

うと思います。正直な所として数字を見る限りでは神林はうんと安くなっていますし朝日は

それよりも安いし村上は高くなっていき荒川は更に高くなっていくというようなことが現

実であり、やはり人口指数の関係や少数集落とか集落間の距離とかの色々な関係があってこ

ういう数字が出てくると思うのです。 
今回の委員会は委員長がおっしゃるように検討委員会は料金の委員会なのだからという

ことでそれはそれで分かりますけれどもその辺は皆さんに説明をしてくれた事務局の趣旨

に則って資料№7-1 のこの定義に基づいて理解していくしかしょうがないのではないですか

ね。細かく突っ込んでいくと幾らこう忘れないように何枚か積算していましたけれどもやっ

ぱり複雑になります。さらに事務局にもっと簡潔に説明せよと言ってもなかなかできないと

思います。だからそんな所で今まで事務局がこの検討委員会を持つ前に合併協議の事務段階

で色々と決められたときのその辺の雰囲気、またそんな動向か何かについてちょっと差し支

えなければ触れていただければ参考にしたいと考えております。よろしくお願いします。 
 
事務局； 色々と意見がございましたが、最後に合併協議会でとのような話でなったのかというまで

の経緯を説明すれば分かりやすいと思いますけれども、全くその合併協議会の事を私どもが

踏まえてこういう委員会が設置されただろうと解釈したわけでありますからそれらを含め

て後日ちょっとお待ちください。 
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委 員； 資料№7‐1 の 2 ページ目の所で基本水量 10 ㎥の捉え方についてですが、ここには非常に

分かりやすく書いてある一人 1 日当たりということでそれくらい使うのかなと思っておるの

ですがこの一人当たり風呂 20ℓで足りるものなのかなと思います。下の方に家族四人であれ

ば 80ℓになるのでそうすれば人が入るかなという感じはするのですが果たしてこれが基本水

量になるわけですから一人当り 20ℓで大丈夫なのかどうかということと、東京都では 5 ㎥に

なりつつあるということなのですが風呂ではなくシャワーならこうなるのかなと。あるいは

家族は少なくなっていると非常にここで節水型電化製品が普及した関係で水が要らないと

いうような捉え方になるのでしょうけれども、やはり現状では幾ら節水型電化製品であって

も使う量はかなりなものになるので 5 ㎥であれば基本料金が安くなることには相違ないわけ

なのですね。将来、村上地区の家族構成が少なくなってきた場合にこちらの方に向かうので

はないかと思ってはいるのですが、現状では 1 世帯四人家族という捉え方をした場合に先ほ

ど一人 1 日当たりのこの捉え方は多分どっかのデータから出てきている数字だと思いますの

でもう少し根拠をお聞かせ願えれば納得するのですがよろしくお願いします。 
 
事務局； 資料№7‐1 の裏面の一番下の参考というところで示させていただいたものでございます。 

これにつきましては実際での水道の料金を設定する際に設定してみたのが基本水量を定

めた時のもので大体 10 ㎥くらいになるだろうということでの始まりだと思います。ここに

書きましたように東京都の水道局職員のお宅で蛇口ごとにメーターを付けて計測をしてみ

たところで大体このような結果が出て 10 ㎥くらいまでは基本水量ということで料金に含め

た形で設定されました。風呂の場合で 20ℓ、四人家族でどうこうということで賄えるかどう

かというような考え方ではありません。基本料金の所に含めるものとしては最低これくらい

だろうかと思いますし、最後の※印の所で家族構成いわゆる核家族化とか洗濯機・食器洗い

洗浄機が普及してきて節水型の部分から考えると東京都では 10 ㎥に基本料金を含める形で

はとても量も容易ではないということから 5 ㎥まででそれ以上使ったお宅については 1 ㎥当

たり幾らかで頂かなきゃならないということでの改正の動きなのかなと思っております。こ

れらの数値等につきましては全国レベルで中小規模の水道事業体、例えば村上とか同規模の

所が集まった会議があるのですが、そこの所で節水しなさいということでやっている部分が

10 ㎥までの基本料金を設定しているために節約していても水道料金はなかなか反映されて

ないのではないかと苦情が出始めた年も出てきたということから、会議の時に他の所をどん

なふうにしますかという話の前から 10 ㎥という事で私もその会議に出るまでは 10 ㎥がどう

いう計算をされたのかが分からなかったので会議の所でこういうふうに決めたようだとい

うことではっきりしました。これを村上市に当てはめて考えると本当にこれで良かったのか

となるとその辺は定かではないということです。今申し上げましたような節約をした効果と

いうものが見えてこないことから動き的には基本水量を今までの 10 ㎥としていたところも

今後は減らしていかなきゃならない。これもはっきりとした根拠があるということではない

のですが 8 ㎥に抑えていかなきゃならないとかそういう動きがあるだろうと聞いています。 
 
議 長； ご丁寧にご説明頂きましてありがとうございました。私から局長にお話ししたいのですが

この選択肢で例えば私は基本料金 5 ㎥を選びます。それから隣の人は 10 ㎥を選びます。し

たがって基本料金は違いますよというふうな形で選択制でも良いのでしょうか。例えば私は

二人暮らしでお金が少ないから 5 ㎥、隣の人は家族が多いから 10 ㎥を選択するといった選

択制、当然基本料金や使用量も違うだろうと思いますけれどもそれは可能なのか不可能なの

か。 
 
事務局； やり方としてはないということではないのですが、そうなりますとその辺の動きを常に掴
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んでいかなきゃならないという煩雑さがあります。これはもう料金を計算してお願いをする

にも時間的な制約もございますしそういったことをもろもろ考えると不可能でございます。 
 
委 員； このままの試算でいくと村上水道は大幅にアップです。水道局ではもっと効率的な経営を

することによって料金をもっと下げる努力はしているのかしていないのか聞きたいです。合

併して色々な所で行政自体が行政改革をやって切り詰めています。水道関係の方はどうなっ

ているのかなと料金の改定ですから経営についてこういう努力をしているというようなこ

とを出さなきゃならない。今の委員の質問ももちろんですけれども、山北から荒川まで合併

してこれくらい節約されたとか効率的になったとか、逆にかかるようになったとかそういう

ことをきちっと出して取り上げなきゃならないという根拠の一つを是非明らかにしてほし

いです。要望です。 
 
議 長； 水道料金は水を家庭で使ってもらって地域から利益を得るのとは全く話が違うので、この

水道料金というのは維持・管理や新しい施設に取り換えるのにどうしても必要なやつを計算

して算定していくのではないかと思います。 
 
事務局； この事につきましてはお示しした財政計画を作る段階でも水道は別ですよということでは

ないので市全体、今言われたように行政改革とかそういった基本姿勢で水道の方の部分も同

様に考えてございます。ただ、今言われたようにどこの部分がどうなってこれからどうなり

ますといった具体的に示すのはちょっと困難ですので、基本姿勢としては一般会計と同じよ

うに経費の節減を念頭に置いてこういった計画の作成をしていることをご理解頂きたいと

思います。実施予定であってそれぞれ計画をしているけれども、実施に当たっても更にどう

いうふうにしたら続けられるかということが当然の事ながら行いながらやっていくことは

ご理解頂きたいと思います。 
 
委 員； 『地方公営企業法』第 21 条には、『料金は公正妥当なものでなければならず、かつ能率的

な経営の下における適正な原価を基礎とし、地方公営企業の健全な運営を確保することがで

きるものではなければならい。』とあります。なぜ地方公営企業法になっているのに民間に

水道事業をやらせると止まることがたくさんあるから地方公共団体に認めましょうと県で

決めましたね。だからこれを念頭に置いて水道事業をやっていかなきゃならない。ですから

事業にかかる経費はどんなものがあるのだろうかと勉強しました。色々書いてありました。 
村上はどうなっているのだろうかなと思いました。是非そういうのがこうなっているので

と先ほど十年分ということで一般会計からなんぼ繰入とか収入ではこうだとかあったけれ

ども、その根拠みたいなのは経営をうまくやるとかもっと合理化してとかそういった面が入

ってないのですね。私が聞いた所では。是非見えるようにしていただきたい。これだけ努力

もしていますから村上なら 800円なら 800円上がったってしょうがないでしょうと納得でき

るようにしてもらいたい。ただ現在の料金がこうでこうだから上がりますとそれだけでは納

得しないと思います。 
 
議 長； 飽くまでも公共的な料金の検討でありますから、色々な事がそういう今までと生活環境と

いうのは全く違ってきておりますから慎重に検討するのは当然であります。 
時間も 3 時 15 分になりましたので上水につきましては今日で結論は当然ながら出てこな

いわけでありますがここで上水の料金のご審議は終了させていただいて、この次の議題にも

なりますようでございますのでこれから下水道について説明をしていただきます。 
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委 員； 4 つ案の分かりやすい説明は本当にしてくれるのですか。 
 
議 長； あなたが納得するかしないかは私も定かではございませんけれども、納得いくような形で

作りたいなと思っております。それでは下水の方にいっていただきたいと思いますがよろし

くお願い致します。 
 

４．３ 下水道使用料の検討（資料№８） 
事務局； 下水道料金の検討について資料№8 をお願い致します。資料№8 の事業の概要から説明さ

せていただきます。下水道事業については村上地区の農業集落排水事業で上海府地区の下水

道事業が今年度に処理場を建設しておりまして平成 22 年度で完了する予定です。公共下水

道については村上市役所周辺を工事中で平成 30 年度を目処に施工中であります。それから

荒川地区については農業集落排水事業を実施しておりますけれども、公共下水道事業は平成

24 年度に完了を目指して施工中であります。神林・朝日・山北地区については農業集落排水

事業と公共下水道事業とも工事は完了しております。 
現行の使用料金については資料№8 の 1‐2 の下水道の方で村上地区については基本料金

が 1,200 円、超過料金については 1 ㎥当たり 110 円、荒川地区については基本料金が 10 ㎥

まで 1,800 円、超過料金については 1 ㎥当たり 180 円、神林地区については基本料金があり

ませんけれども 1 ㎥当たり 200 円、朝日地区については認定料金になりますけれども四人家

族住まいでいくと 3,078 円ということに大体の金額になります。山北地区については 10 ㎥

までの基本料金が 1,900 円、超過料金が 1 ㎥当たり 140 円となっております。飽くまでも村

上・岩船地域の 5 市町村合併協議会での料金・改定については基本料金と従量料金とすると

いうことに決まっておりまして私たちの案としては基本料金を 10 ㎥と村上・荒川・山北地

区及び他の地方自治体の量を参考にして基本料金を 10 ㎥にしたいと。これは水道料金との

基本料金の比較をすると非常に弱者救済の精神からいうと統一するべき部分があるかもし

れません。ただ下水道に対しては料金収入で賄うということでもなく機械の稼働というのは

流入量が少なくても必ず稼働しなくてはならなく、全体で負担をすることが必要であると考

えられます。 
ちょっと戻っていただきまして資料№4 をお願い致します。カラー刷りの部分ですが、資

料№4の下水道事業の財政計画について料金統一の平成 26年度 4月ということを考えており

まして 26 年度の一番下の経営指標を見ていただきたいのですが、飽くまでも下水道の汚水

処理原価というのは汚水処理量を維持管理費及び資本費を有収水量で割ったやつが汚水の

処理原価でありまして、この表でいきますと汚水処理原価②の 755 円というのが 1 ㎥当たり

の下水道で処理をするのに掛かるお金であります。飽くまでも地球環境を守るということで

自然環境を守るためにやっている事業でありまして 1 ㎥当たり 755 円の処理費では皆さんに

加入していただけることも出来辛いということで、検討委員会の方ではせめて維持管理費を

賄うぐらいの料金統一をしていただきたいということで申し合わせておりまして、①の汚水

処理原価が資本費を抜いた部分でありまして 1 ㎥当たり 153 円であります。私たちの方とし

ても 1 ㎥の処理費が 153 円以上になるように下水道処理料金の検討をしております。 
それで資料№8 の 2 の方に戻っていただきたいのですが、料金設定の対象となる件につい

ては資本の地方債償還金が今まで下水道工事を行うために係る経費を借金して返すお金と

いうこともありますのでどうしても金額的に張るというのが実際であります。それで私たち

の方としましては第 1案では基本料金が全国平均で大体 1,500円／10㎥となっておりまして

1,500 円でやったら従量料金を幾らにしたら維持管理費を賄えるかなということでの策定し

た部分、第 2 案では基本料金を 1,800 円／10 ㎥とした場合に従量料金を幾らぐらいで賄える

か。第 3 案では基本料金を 2,000 円／10 ㎥にした場合に従量料金を幾らにしたら賄えるかと
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いうことで検討しました。それで 5 ページ目を見ていただきたいのですが、全国平均の基本

料金が 1,500 円の場合で従量料金を 170 円で平成 26 年度の維持管理費を賄う計算をしてみ

ますと 170 円であれば基本料金が 1,500 円の場合は維持管理費を賄えるというのが第 1 案で

あります。 
第 1 案の一番上の所に水量区分別使用料、基本料金を全国平均（基本料金 1,500 円）とし

たときに従量料金を 170 円とした場合での試算になります。そうすると使用料と維持管理費

との差額が“1,611 万 9,666 円”のプラスになりますけれども基本料金が 1,500 円の場合は

従量料金が 170 円で維持管理費が賄える案であります。その次の 6 ページが第 2 案でありま

す。 
基本料金を 1,800 円としたときに従量料金を 160 円とした場合での試算になります。維持

管理費との差額が“678 万 7,409 円”ということで基本料金を 1,800 円としたときは従量料

金が 160 円で維持管理費が賄えるという計算であります。最後の 7 ページが第 3 案となりま

す。基本料金を 2,000 円としたときに従量料金を 150 円とした場合に従量料金を 160 円にし

ておけば維持管理費との差額がプラスになるのですが皆さんに検討してもらうための比較

ということで維持管理費との差額では“961 万 8,730 円”のマイナスになっておりますけれ

ども、一応基本料金を 2,000 円としたときに従量料金を 150 円とした場合での試算になりま

す。さっき申し上げましたように従量料金が 153 円ということで出ておりましたのでこの

2,000 円の場合も本当は従量料金を 160 円であれば 1 ㎥当たりの料金はクリアするのですけ

れども、比較するためにこの 3 案にしてみました。 
飽くまでも水道料金との下水道料金は上下水道料金の検討ではありますけれども、高齢者

の一人住まいの場合もあります。このまま私たちの方で下水道料金の維持管理費を賄うとい

うことであれば、どうしても金額的には 1,500・1,800・2,000 円とこれくらいの基本料金で

計算していかないと維持管理費は賄えないということで各市町村では非常に開きがありま

すけれども、村上市では平成 13 年度に特環と公共下水道を合わせましたが料金改定はされ

ていないということで今の所は安くなっております。山北の方では平成 17 年度に基本料金

が 1,500円だったのが 1,900円／10㎥ということで料金改正を行っておりましてその時の従

量料金も 120円から 140円／㎥ということで最近の料金改正されている旧市町村単位では山

北だけが料金改正をしております。そういうことで料金については各旧市町村で大分差があ

りますけれども統一するにはこれくらいの料金ではないと賄えないということでの説明で

あります。よろしくお願い致します。 
 

４．４ 下水道使用料の検討についての質疑応答 
議 長； ありがとうございました。下水道につきましてご説明願ったわけでありますがこれにつき

まして皆様方のご意見や初めての説明でありましたから、何か聞きたいことがありましたら

お願いします。 
 
委 員； 大毎なのですけれども、なぜか水道メーターがゼロなのです。吉祥清水を使っているわけ

なのでそれで山北地区だと一人頭 4 ㎥の合算になっているわけです。今度そうなりますとど

うなるのかなという質問であります。 
 
事務局； 朝日地区以外も含めまして認定料金でやっている地区については、特に井戸とか水を利用

している部分が非常に多くあって料金統一化に当たりましては水が水道の水だろうが井戸

水だろうが処理するためにかかる経費は一緒ですので、朝日の方にお願いして特に朝日地区

の方はそうなっていませんので今年・来年を目処になんとかメーターを付けたいということ

で付けられない場所もありますけれども、そういうのを認定ではなくてできるだけ井戸にも
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メーターを付けてメーターを読んで処理水を確認して処理するということで旧町村単位も

含めまして 1,000 個の井戸メーター設置を進めております。 
 
委 員； 第 1 回目にも質問をしましたけれども、それでメーターが回るものなのか回らないのかと

いう疑問もありました。大毎では 150 基もありますけれどもその内の 140 基ぐらいは山の水

が入ってくるものをほとんど使用しているものですから、そんな状態でメーターが付くのか

どうか聞きたいと思います。 
 

事務局； 今おっしゃることについては私の方もメーターが吉祥清水の場合にごみが入らないかと

かを含めながら流量が少なくて回らないというのであればどうしようもない部分もあります

し、私たちの方としてはメーターも付かないような所にメーターを付けるわけにはいきませ

ん。そうなったときに朝日地区であれば朝日地区の流入量をどのくらい下水道で処理してい

るのだとか。メーターで処理している部分がどれくらいあるのだとか。それに水道量からメ

ーターが回るときを引くとどれくらいになるのだとか。そうなった場合は認定料金を幾らに

すればいいのかというのはこれから皆さんと検討させてもらいますけれども、認定にしなき

ゃならないかであれば認定にせざるを得ない部分がありますけれども何㎥というのはまだ決

められないと思いますので今後、下水道課で検討してまいります。 
 
議 長； ありがとうございました。それでは、何かご意見がございましたらお願いします。 
 
委 員； これから老人世帯があって空き家も出てきます。そうするとさっきの予定額の何万、何億

というのは間に合うのだろうかと考えたのですが。 
 
事務局； 私たちの方もさっき言いましたように少子高齢化で朝日・山北地区にも下水道施設がある

けれども、利用しなくなった場合の維持管理費が当然かかるわけですからどうしていったら

いいかを少子高齢化や将来の人口が減少することも含めながら検討しておりますけれども、

今後どんなふうに変わっていくかはっきりとは分かりませんので人間が少なくなっても施

設は使わなくはならないわけですからできるだけ経費がかからないように管理しながら頑

張っていきたいと思っていますけれども、今の所はそれくらいしか言えません。 
 
委 員； 現行の使用料金があって統一するとこれくらい安くなりますよ。今度空き家が出てきてや

っぱり上げなくちゃいけないということも出てくるわけですよね。 
 
事務局； 資料№8 の 3 ページを見ていただきたいのですが、②の現行使用料金というのがありまし

て基本料金でいきますと村上が 1,200 円、荒川が 1,800 円、神林は基本料金がありませんけ

れどもここに当てはめると 2,000 円、朝日地区については 1,400 円、山北は 1,900 円となっ

ています。確かに山北地区の方は今の料金が高くなっていますので 2,000 円に決まれば 100
円は上がりますけれどもそれより下がるようであれば若干下がると思いますし、ただそれを

地域全体で考えている料金ですから人間の少ない所で料金が上がることではなくて村上全

体での金額を設定するわけですから、申し訳ないのですけど料金が 26 年に設定したとして

も維持管理費を賄えないようであればまた先にこのような会議で全体の料金の見直しを検

討していく他にないのかなと思っております。 
 
議 長； 何か質問がありましたらよろしくお願いします。 
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委 員； 下水道の方なのですけれども、山北の桑川ですが入っている方はまだ少ないです。我々も

そればっかりを心配している状況ですね。後は全体的な事で委員長ちょっと言わせてもらっ

ても良いですか。上水道の方のさっき話をしましたけれども、山北の住民の方は大概高く払

っているのだなと言っていましたので平均化すると安くなっているのは当然なのかなと思

っています。 
後は事務局の皆さんに言わせてもらいますが委員はいつもこう一生懸命に意見を言いま

す。そのまま検討願いたいと言っておりますので私は大先輩を掴まえてこういう言い方をす

るのもあれですけれども、いつも結構だと思っておりますので納得いくような形で委員がど

ういう質問をすることを大概分かっていると思いますので、納得いくようにきちんと答弁す

る資料ぐらいは作っておかれた方が会議はスムーズにいくのではなかろうかと思っており

ます。委員長さんの性格も分かると思いますので辛抱強くやっておりましたが事務局の方で

フォローをしながら次回からの委員会がスムーズに進むように大変生意気ですがお願いし

て終わりたいと思います。 
 
議 長； どうもありがとうございました。前向きに頑張ります。何かございませんでしょうか。 
 
委 員； 朝日ですけども朝日は井戸にメーターを付けているって言いましたが違いますか。 
 
事務局； 各集落を回って説明に申し上げていますけれども今年度は上水道地区の館腰地区と高根地

区に井戸メーターを付ける予定で回っています。後、残る 3 地区と簡易水道につきましては

来年度に一斉に付ける予定です。 
 
委 員； その事ですけれどもメーターを付けていて下水道に入ってないところもあるのです。排水

に流れていくところなのですがそれはどう考えているのでしょうか。 
 
事務局； メーターが付けられればそこに付けるという形を考えております。それも難しいというこ

とであれば、ご本人の負担ですけれどもその部分を引き算するためのメーターを付けること

も可能です。 
 
委 員； 皆さんが井戸の所にメーターを付ければ下水道に流れてないのになんで金取られるのとい

う意見も出てきています。 
 
事務局； 下水道に流れる分だけお願いする形を取らせていただきます。 

 残った 3 集落にも今年度の冬過ぎから説明会で回る予定にしておりますのでその時にご説明

致したいと思います。よろしくお願いします。 
 
委 員； 全体の基本料金を下げていけばある程度はバランス良くなっていくのではないかと思いま

すけれども、井戸水では委員が話したようにメーターを付けるにも控除用のメーターでどの

辺の定量までが付けられるのか。車だとかちょっとしたような水をかけるのであれば、メー

ターを別に付けなくてもある程度間に合うのではないかというお話しもありますけれども、

その辺はどうなっているのですか。 
 
事務局； 先ほども申し上げましたようにマイナスするための減算メーターを付けることは可能です

けれども、飽くまでもご本人個人の負担になります。それを付けるときに 4～5 万くらい掛

かるのではないかなと。そしてメーターはメーター法の関係によりまして 8 年に一回取り換
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えなくてはならないことになっています。皆さんの水道のメーターも 8 年に一回取り換える

形でお願いしております。 
 
委 員； 今まで朝日は一人当たり 550 円になっているわけですよね。その場合に水を洗車とかそう

いうのを含めてちょっとかけた水でも、当てはまるのでないかという話もあるのですがどう

なのですか。そうなってもオーバーなお金は取らないのではないかと、基本料金は今まで二

人だと 1,100 円だったわけですが。大体それくらいであればメーターを付けなくても良いと

いう話もありますけど。 
 
事務局； その値段も付ける場所によって違います。メーター代は一緒ですけれども取り付け費がか

かりますのでちょっと高めになります。取り替え費が 2 万くらいかかる形で、例えば洗車す

る分とか庭木にちょっと水をやる程度だと付けない方が良いですよ。 
 
委 員； 井戸の水には当然付けなきゃ駄目ですけどその通り付けたメーターは洗車とかそのくらい

のは大体その中で間に合うという話もありますね。車を洗うのだけ特別料金みたいにつけな

くてもいいと思うのですが。 
 
事務局； 今の件で村上の場合ですけれども、村上で最初に下水道が入ったのは皆さんご存じのよう

に温泉と浜新田・松山、あそこは皆さんが分かるようにハウスが多くあるわけですよ。ハウ

スの水で下水道にお金を取られるのかということになりますのでやっぱり市の方も控除メ

ーターは付けられますよということで説明をして当時は結構付けたみたいです。だけども今

の朝日の課長も説明していますように 8 年に一回、メーターを取り換えていくとやはり控除

される部分がメーターを取り換えるために追いつかないということでほとんど付けていま

せん。それで山辺里地区は平成 16 年から農業集落排水でやっていまして山辺里もハウスと

かが多くあってその説明はしたのですが大体ハウスとかにかけるものを付けないでおいた

方が村上の試算ですけれども、助かるということで付けていませんので個々に心配な方が役

場に相談していただければ使用料から判断してざっと計算してプラスになるかマイナスに

なるかの説明をしたいと思います。 
 
議 長； 何かございましたらどうぞ。 
 
委 員； 下水道の問題は Co2 には関係ないのですが、環境の事が凄く世界でも問題にされている時

代ですので下水道工事した施設は社会資本ですので大勢の人になるたけ入りやすいような

料金にして皆に加入していただいて環境を良くする。魚も獲れなかったのが段々と獲れるよ

うになってきたと言われるような良い環境になるように料金の方も水の使用量よって下水

道の料金が今まで決まっているようですけれども、良い方法はないものか。あのメーターを

付ければお金がかかってそっちの方の金がかさむという声も聞かれましたけれども、皆で知

恵を出して良い案にならないものかなと考えていたところです。 
 
議 長； それでは、何かございましたらお願いしたいのですが。 
 
委 員； 私もちょっと検討委員会が難しすぎて質問といっても何を聞いていいかというのがありま

すけど、下水道料金は飽くまでも本管で繋げた場合に取られる下水道料金の事ですか。そう

なった場合に皆すぐに本管に繋げる工事をしなければ上水道だけの値段でしばらくいく人

も当然出てくると思いますけれども、そこら辺の兼ね合いというか本管に繋げた人が例えば
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損得ということではないのですがそこら辺で上水道料金だけと繋げた場合は上下水道料金

になるわけですけれども、比較というか兼ね合いの根拠になるものはあるのでしょうか。例

えば今は統一されてないから何とも言われないと思うのですが村上の場合だったら本管に

繋げた時とどのくらい違うのか。 
 
委 員； 関連付けて補足しますとこの 1 ページの 1‐1 事業の概要で現在普及率・現在水洗化率と

いうのがありますよね。現在、村上地区では 51.7％が公共下水道を繋いでいますよというこ

とで工事はやったけれども繋いでいるのは半分だけと。集排というのは農村地域辺りでは

77.5％が繋いでいるよとそういうふうに見ればいいのでしょうか。今の質問であれば半分ぐ

らい繋いでなかったら料金はこれからどうなるのかなということだと思いますが代わって

申し上げました。 
 
事務局； 村上地区の場合に現在普及率というのがありますよね。これは公共と集排がありますが工

事の終わっている場所がどれくらい終わっているかということですね。計画に対して村上で

は 88.0％は決まっていると。その内、繋いでいる人ということで見ますと水洗化率という言

葉になっていますが 51.7％と半分は繋いでいるという見方で良いかと思います。 
 
委 員； 私が聞いたのは 51.7％では収入に下水道料金は入らないのでしょうと。そういうところは

どのように緩和しているのかという質問です。 
 
事務局； 私たちの方でもできるだけ供用開始区域告示後に 3 年を目処に下水道に繋いでいただきた

いということで皆さんにお願いしておりますし下水道に繋ぐにはお金がかかりますが接続

をお願いしておりますけれども、どうしても逆に年寄りしかいない家庭の場合ではなかなか

下水道に繋ぐためのトイレとか風呂場とか接続するために掛かる経費がかなりあるもので

すから強制できない部分があります。それで私たちの方でも 10 月末に下水道フェアをやっ

たりとか各地区の方で普及活動を行ったりとお願いしますということでやっていますけれ

ども、金銭が絡んできますから強制できない部分でこのような数字になっているのが実際で

あります。 
 
委 員； だから先ほどの料金体系の所でそういうのを緩和していますかというのが質問です。 
 
事務局； 料金統一をするためです。 
 
委 員； 平成 26 年度まで市全体ではこうなりますよとなったでしょう。そういうのはちゃんと入

っていますかと。普及率 100％では多分計算していないと思うのですが。 
 
事務局； 当然それは私たちの方で伸び率は落ちていますけれども、少しずつ加入率は増えてきては

いますけれども余り高くは見ていません。 
 
議 長； 現在を基準として算定している部分であります。だからこのくらい入ってくればこれだけ

になるという理由であろうと思います。26 年までを想定して計算されているということです。 
 
事務局； 1 ページ目の一番下の方に排水需要の予測というようなことがあります。 

 下水の方に繋ぐということでの大原則が下水道法で供用開始後、水洗トイレの場合につき

ましては速やかに繋いでいただくということになっていますし汲み取り式便所の場合は 3 年
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以内に繋ぐということになっていますのでそれ以内に繋いでいただくようにこちらの方で

水洗化の促進ということで普及活動をしています。 
それから見込みの所の水洗化につきまして初年度は供用開始になってすぐ繋げたいとい

う方もあるかと思いますのでその一年目で水洗化率がぐっと上がるということもあります

し、その年度が経つに従いまして接続の度合いが何％というものを勘案して水洗化率を計算

してこちらの方の見込みで計算しております。 
 
５．その他 
議 長； ありがとうございました。予定しておりました 4 時になります。そこで今日、前回と同じ

ように 4 時に終了させていただきます。それで委員の先ほどの色々お願いした資料とかきち

っとした対応の仕方とかがあったわけでありますが、今日は時間的にご審議願えないわけで

ありますから委員長としては事務局にお願いして次回きちっとした形で、先ほど委員からあ

りましたようにああいうふうな形では出せないかも知れませんがご了承頂きたいと思いま

す。よろしくお願い致します。 
 
６．閉会 
副委員長；今日は休憩なしで長時間に渡りましてご審議頂きありがとうございました。まだ色々な面

でご指摘あったようでございますので是非次回には事務局さんにはもう少し理解できるよ

うにお願いを申し上げまして、これで閉会とさせていただきます。どうもありがとうござい

ました。 
 


